
瀬戸市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１

１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が

参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進

し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目

的とする。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、この要綱において定めるもののほか、法、介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）、介護予防・日常生活支援総合事

業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号）及

び地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健

局長通知「地域支援事業の実施について」別紙）において使用する用語の例による。 

（内容） 

第４条 市長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うことができる。 

⑴ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業） 

ア 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

(ｱ) 介護予防訪問サービス 

指定事業所により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの 

(ｲ) 生活支援訪問サービス 

指定事業所により実施する旧介護予防訪問介護の基準を緩和したもの 

(ｳ) 支え合い訪問サービス 

住民主体で実施する生活支援を目的とした訪問サービス 

イ 通所型サービス（第１号通所事業） 

(ｱ) 介護予防通所サービス 

指定事業所により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの 

(ｲ) 生活支援通所サービス 



指定事業所により実施する旧介護予防通所介護の基準を緩和したもの 

 (ｳ)  保健・医療の専門職により提供される介護予防プログラムで、３か月から 

６か月までの短期間で実施されるサービス 

ウ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント 

⑵ 一般介護予防事業 

ア 介護予防把握事業  

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

（対象者） 

第５条 前条第１号に掲げる事業を利用することができる対象者は、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

⑴ 居宅要支援被保険者 

⑵ 基本チェックリストに該当する第１号被保険者（２回以上にわたり当該チェック

リストの該当の有無を判断した場合においては、直近の当該チェックリストの該当

の有無の判断の際に当該チェックリストに該当した第１号被保険者とし、また、基

本チェックリストに該当した第１号被保険者であって要介護認定を受けた者におい

ては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及

び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の

有効期間の満了の日までの期間を除くものとする。以下「事業対象者」という。） 

２ 前条第１項第２号に掲げる事業を利用することができる対象者は、第１号被保険者

及びその支援のための活動に関わる者とする。 

（事業対象者の利用） 

第６条 事業対象者は、基本チェックリストを用いた判定（以下「事業対象者判定」 

という。）を実施した日（以下「基本チェックリスト実施日」という。）から第４条 

第１号に掲げる事業を利用することができる。 

２ 基本チェックリスト実施日が、要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間（以下

「認定有効期間」という。）内にある場合は、認定有効期間の満了日の翌日から第４条  



第１号に掲げる事業を利用できるものとする。ただし、認定有効期間が６０日を超え

て存在している場合には、事業対象者判定は実施できないものとする。 

（実施主体） 

第７条 第４条各号に掲げる総合事業の実施主体は、瀬戸市とする。 

（実施方法） 

第８条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業（以下「指定訪問・通所事業」とい

う。）は、法第１１５条の４５の５に基づいて市長が指定する者（以下「指定事業者」

という。）により実施する。 

⑴ 介護予防訪問サービス 

⑵ 介護予防通所サービス 

⑶ 生活支援訪問サービス 

⑷ 生活支援通所サービス 

（介護予防ケアマネジメントの実施） 

第９条 介護予防ケアマネジメントの実施等については、市長が別に定める。 

（指定の有効期間） 

第１０条 指定事業者の指定の有効期間（法第１１５条の４５の６第１項の厚生労働省

令で定める期間をいう。）は、次のとおりとする。 

⑴  次の各号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定期間 ６年 

⑵  介護予防訪問サービス又は生活支援訪問サービスと法第８条第２項に規定する訪問介

護を一体的に運営（同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう

。以下同じ。）している指定事業者の指定期間 当該訪問介護の指定の有効期間 

⑶ 介護予防通所サービス又は生活支援通所サービスと法第８条第７項に規定する通

所介護（法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。）を

一体的に運営している指定事業者の指定期間 当該通所介護の指定の有効期間 

（指定訪問・通所事業に要する費用の額） 

第１１条 指定訪問・通所事業に要する費用の額は、市長が別に定める。 

（指定訪問・通所事業に要する費用の支給） 

第１２条 市長は、前条の規定により算定された指定訪問・通所事業に要する費用の額

（その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費

用の額とする。）の１００分の９０に相当する額を指定事業者に支払うものとする。 



２ 指定訪問・通所事業の利用者が第一号被保険者であって法第５９条の２第１項に規

定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額

以上である場合において、前項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「１

００分の９０」とあるのは、「１００分の８０」とする。 

３ 指定訪問・通所事業の利用者が第一号被保険者であって法第５９条の２第２項に規

定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額

以上である場合において、第１項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「

１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

４ 指定訪問・通所事業の利用者が瀬戸市介護保険条例施行規則（平成１２年規則第１

３号。以下「規則」という。）第１３条に規定する事由に該当し、必要な費用を負担す

ることが困難であると認めた場合において市長が指定事業者に支払う額は、同条に定

めるものとする。 

５ 前項を適用する場合にかかる手続き等は、規則の規定を準用するものとする。 

（指定訪問・通所事業等に係る費用の支給限度額） 

第１３条 前条の規定により支払う額の限度額は、法第５５条第１項の規定の例による

ものとする。 

２ 前項の規定を事業対象者に適用する場合において、介護予防サービス費等区分支給

限度基準額に相当する単位数は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護

予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３３号）第２号イに

規定する単位数とする。 

３ 居宅要支援被保険者が指定訪問・通所事業及び介護予防サービス等（介護予防サー

ビス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下この条において同じ。）を利用する

ときは、指定訪問・通所事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、

第１項の限度額を超えることができない。 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第１４条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービ

ス費相当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。）を行う。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については

、法第６１条及び法第６１条の２に定める規定を準用する。 

（償還給付等の手続） 



第１５条 第１号事業支給費に係る償還給付及び高額介護予防サービス費等相当事業費

の支給に関する手続については、瀬戸市介護保険事業運営要綱（平成１２年４月１日

施行。以下「運営要綱」という。）第１３条及び第１７条の保険給付に関する規定を

準用する。 

２ 申請及び支給決定等に係る様式は、運営要綱に定める保険給付に係る様式を用いる

ものとする。 

（事務の委託） 

第１６条 指定訪問・通所事業に係る法第１１５条の４５の３第５項に規定する審査及

び支払いに関する事務は、愛知県国民健康保険団体連合会に委託する。 

２ 事業対象者判定に係る事務は、地域包括支援センターに委託することができる。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この要綱の施行について必要な準備行為は、この要綱の施行前において行うことが

できる。 

（経過措置） 

３ 基本チェックリスト実施日が平成２９年３月３１日以前である者に第６条第１項を

適用する場合においては、規定中「基本チェックリスト実施日」は「平成２９年４月

１日」と読み替えるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


